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第５章 推進体制等 

 
１．推進体制 

⽣物多様性そうか戦略は、第⼆次草加市環境基本計画の下位計画に位置付け、
原則としては、環境基本計画の推進体制内で推進します。 

 
１）市⺠・事業者 

⽣物多様性そうか戦略の推進に当たっては、市⺠・事業者の協⼒が不可⽋であり、
それぞれの⾃主的な活動、協働による取組が推進されるよう周知を図ります。 

 
２）草加市環境審議会 

⽣物多様性そうか戦略の推進に当たっては、市⺠・事業者・学識経験者等を構成
員として、草加市環境基本条例に基づき設置する「草加市環境審議会」に、本計画の
専⾨的かつ広範囲にわたる審議や環境⾏政への答申、助⾔等を求めます。 

 
３）草加環境推進協議会 

⽣物多様性そうか戦略の推進に当たっては、市⺠・事業者の理解と協⼒が不可⽋で
す。このため、草加環境推進協議会と市は、市⺠や事業者の意⾒が施策等に反映す
るよう配慮するとともに、協働により事業を推進していきます。 

 
４）環境施策管理会議（環境会議） 

環境基本計画同様、関係各部署の意⾒を取りまとめ、本市全体として環境⾏政を
推進していく全庁的な組織である「環境施策管理会議」による推進調整を図り、⽣物
多様性そうか戦略に係る施策・事業の総合的・計画的な取組を進めます。 

 
５）広域的な連携 

国、県及び近隣の地⽅⾃治体と共通する課題や地球環境問題等への対応につい
て、緊密な連携を図りながら、広域的な視点から取り組んでいきます。 
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図 5-1 生物多様性そうか戦略における推進体制 

 
２．進⾏管理 

⾏政評価及び草加市環境マネジメントシステムに基づく PDCA サイクルにより、⽣物
多様性に係る環境施策の実施状況の把握、評価及び次年度の取組への反映を⾏い
ます。なお、進捗評価については、以下に⽰す⼿順に基づいて実⾏します。 

 
１）事業活動指標の設定 

取組ごとの事業活動指標は、計画策定時に各取組の担当部署を明らかにした上で、
年度実施計画の中で各担当部署が取組成果を測る⽬安となる指標と⽬標値を⾃ら
設定し、取組を推進していきます。 

 
２）進捗評価シートによる評価取りまとめ 

毎年度、担当部署は「進捗評価シート」に取組ごとの年度実績と⾃⼰評価などを記
⼊し、環境課へ提出します。環境課は、担当部署が提出する「進捗評価シート」を取り
まとめ、環境⽬標ごとに総合評価を実施し、計画の進捗状況及び改善点を把握しま
す。 

改善点については、担当部署と協議の上で内容、⼿法等の⾒直しを実施します。ま
た、総合評価結果は、市⻑等への報告の他、『草加の環境』で毎年公表します。 
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３．⼈材育成 
少⼦⾼齢化社会の到来により、⾃然の守り⼿が不⾜していくことが予想されます。 
⽣物多様性そうか戦略を通して、今後、⽣物多様性に係る⼈材育成を計画的に進

め、⽣物多様性の保全や維持に関わる市⺠の輪を拡げていきます。 
 

 
図 5-2 生物多様性に係る人材育成のイメージ 

20 年後 

10 年後 

5 年後 

市⺠と事業者、⾏政が協⼒して、守りたい⾃然の継続的な
維持が⾏われている。 

守り⼿育成の仕組みができ、市⺠主体で守りたい⾃然の維
持が開始されている。 

⽣物多様性の保全に関⼼を持つ市⺠や事業者が増えてい
る。 

 

・イベントや講演会等を通じて、⽣物多様性に関連する情報の発信を⾏う。 

・市⺠、事業者、市職員への⽣物多様性の理解を深める取組の実施。 

・⽣きもの調査を通じて、市⺠と事業者の守りたい⾃然への関⼼を⾼める。 

・市が管理するビオトープ等を活⽤して、維持管理を経験する⼈を増やす。 

 

・守り⼿を育成し、活躍する場を提供する仕組みをつくる。 

・守り⼿と、守りたい⾃然とを結びつける仕組みを運営する。 


